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「しょうがい」を持つ人の就労支援サイクルにおける

循環的相互関係に関する研究

A Study of Circulative Interrelations in the Job Assistance 

Cycle for Challenged Person

鈴木政史　高原優美子

Masashi Suzuki Yumiko Takahara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る社会福祉施設退所者は身体障害者更生援護施設1．はじめに

で6．9％、知的障害者援護施設で7．2％、児童福祉

障害者自立支援法では「障害者がもっと働ける　　施設（障害児関係）で2．7％、精神障害者社会復

社会に」を改革のねらいとして、働く意欲・能力　　帰施設で2．8％、精神障害者授産施設（入所）で

を持ち合わせた「しょうがい」を持つ人が一般の　　6．4％となっており（表2）、こちらも著しく低い

事業所で働くことが可能な支援制度を構築するな　　数値である。

ど、「しょうがい」を持つ人に対する就労支援が　　　こうした「しょうがい」を持つ人の就労状況を

抜本的に強化された。また、厚生労働省では「障　　改善するために、厚生労働省は障害者自立支援法

害のない人と同様に、その能力と適正に応じた雇　　の施行によって就労支援の強化と雇用施策の体系

用の場に就くことができるような社会の実現」を　　化が進められており、総合的な雇用対策の推進に

目的として総合的な雇用対策が推進されている。　　よって「しょうがい」を持つ人の就労支援には、

これまで授産施設、作業所、福祉工場等の社会福　　①就労相談期、②就労準備期、③求職活動期、④

祉施設における福祉的就労に依存してきた我が国　　就労開始期・職場適応期、⑤就労定着・継続期と

の「しょうがい」を持つ人に対する就労支援制度　　いう展開過程が形成されている。また、「しょう

は大きな転換期を迎えている。　　　　　　　　がい」を持つ人の就労支援に必要な要素は、①職

しかしながら、現状では「しょうがい」を持つ　　業能力の向上、②就労意欲の向上、③日常生活を

人の就職率は養護i学校（現特別支援学校）高等部　　営む能力および自立生活を営む意欲、④疾病・

卒業者の就職率が22．7％と、平成19年度学校基本　　「しょうがい」の理解、⑤社会性の獲得等2に分

調査（確定値）における一般の高校・専門学校卒　　類され、その具体的なニーズは社会性の向上、医

業者の就職率（54．3％）、大学卒業者の就職率　　療的・専門的ケアやリハビリテーションといった

（67．6％）と比較すると相対的に低い傾向であ　　日常生活支援と職業相談、職業訓練、職場適応、

り、養護学校（現特別支援学校）高等部卒業者の　　職場定着といった就労支援であり、「しょうが

56．1％が社会福祉施設・医療機関に入所・入院し　　い」を持つ人の就労支援にはこの二つの支援が就

ているという現状がある（表1）5さらに平成18　労支援の展開過程に応じて総合的に供給できるシ

年度社会福祉施設等調査によると就労を理由とす　　ステムと日常生活支援と就労支援の連携が不可欠

＊社会福祉演習・実習室助手

＊＊国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰相談部流動研究員
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表1　養護学校高等部卒業者の進路状況（平成18年3月卒業）

平成18年3月卒業者

区分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設・医療　　　　　　　　　　　　　教育訓練機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他（人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就職者（人）卒業者（人）　進学者（人）　　　　　　　　　　　　　関等（人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機関（人）

盲・聾・養護学校計
13，853　　　　　　　　　542　　　　　　　　532　　　　　　　3，148　　　　　　　7，769　　　　　　　　1，862

@　　　　　　3．9％　　　　　　　3．8％　　　　　　　22．7％　　　　　　56．1％　　　　　　　13．4％

299　　　　　　　　　120　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　78　　　　　　　　　　50

盲学校
40．1％　　　　　　　2．7％　　　　　　　14．4％　　　　　　26．1％　　　　　　　16．7％

663　　　　　　　　　280　　　　　　　　　66　　　　　　　　　215　　　　　　　　　71　　　　　　　　　　31

聾学校
42．2％　　　　　　10．0％　　　　　　　32．4％　　　　　　10．7％　　　　　　　　4．7％

高等部

計
12，891　　　　　　　　　142　　　　　　　　458　　　　　　　2，890　　　　　　　7，620　　　　　　　　1，781

@　　　　　　1．1％　　　　　　　3．6％　　　　　　　22．4％　　　　　　59．1％　　　　　　　13．8％

知的障害 10，615　　　　　　　　　　77　　　　　　　　327　　　　　　　2，688　　　　　　　6，227　　　　　　　　1，296
蒙口又，

養護学校 0．7％　　　　　　　3．1％　　　　　　　25．3％　　　　　　58．7％　　　　　　　12．2％

学校

肢体不自由

{護学校

1，939　　　　　　　　　　34　　　　　　　　　93　　　　　　　　　150　　　　　　　1，240　　　　　　　　　422

@　　　　　1．8％　　　　　　　4．8％　　　　　　　　7．7％　　　　　　64．0％　　　　　　　2L8％

病弱 337　　　　　　　　　　31　　　　　　　　　38　　　　　　　　　　52　　　　　　　　　153　　　　　　　　　　63

養護学校 9．2％　　　　　　11．3％　　　　　　　15．4％　　　　　　45．4％　　　　　　　18．7％

文部科学省ホームページ　　「特別支援教育に関すること」「13．卒業生の進路」を参考に作成

表2　退所の理由別にみた過去1年間の退所者数

平成17年度10月1日～平成18年度9月30日

他の

他の　　社会　　他の　　　　　　　　　公営

授産　　福祉　　訓練
　　　　　　　　　家庭　　　　　　　　　　　　住宅　　　　　　　　　その告煤@　就職　　結婚　　　　　　施設　　施設　　施設　　　　　入院　　死亡　　　　　　　　　復帰　　　　　　　　　　　へ入　　　　　　　　　他　　　　　　　　　　　　　への　　等へ　　へ転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居　　　　　　　　　　　　　転所　　の転　　所

@　　　　　　　　　　　　　　　所

　　　　　　　　　　　5，175　　　　358　　　　　16　　　1，554　　　　160　　　1，157　　　　　22　　　　　45　　　　　575　　　　　933　　　　　355
g体障害者更生援護施設　　　　　　　　　　100．0％　　6．9％　　0．3％　　30．0％　　3．1％　　22．4％　　0．4％　　0．9％　　11．1％　　18．0％　　　6．996

　　　　　　　　　5，641　　　　408　　　　　　7　　　1，022　　　　120　　　1，956　　　　　48　　　　　10　　　　　430　　　　　682　　　　　958知的障害者援護施設　　　　　　　　100．0％　　7．2％　　0．1％　　18．1％　　2．1％　　34．7％　　0．9％　　0．2％　　　7．6％　　12．1％　　17．0％

　　　　　　　　　　　　4，968　　　　132　　　　　…　　　　3，422　　　　　…　　　　ユ，024　　　　　…　　　　　－　　　　　　38　　　　　181　　　　　171児童福祉施設（障害児関係）　　　　　　　　　　　100．0％　　2．7％　　　　　一・　68．9％　　　　　…　　　20．6％　　　　　…　　　　　－　　　0．8％　　　3．6％　　　3．4％

　　　　　　　　　　　4，155　　　　／18　　　　　12　　　1，667　　　　　－　　　1，024　　　　　13　　　　　・－　　　1，246　　　　　　67　　　　　314精神障害者社会復帰施設　　　　　　　　　　100．0％　　2．8％　　0．3％　　40，1％　　　　　　　　　17．3％　　0．3％　　　　　…　　　30、0％　　　1．6％　　　7．6％

236　　　　　15　　　　　－　　　　　　61　　　　　－　　　　　　22　　　　　13　　　　　…　　　　　　101　　　　　　　6　　　　　　18

（再掲）精神障害者授産施設（入所）　　　　　　　　　　　　　100．0％　　6．4％　　　　　－　　25．8％　　　　　－　　　9．3％　　5．5％　　　　　・－　　42．8％　　　2．5％　　　7．6％

※障害者（児）関係施設のうち、入所者のみを集計

厚生労働省　平成18年度社会福祉施設等調査結果の概況　表12　退所の理由別にみた過去1年間の退所者数を参

考に作成

である。つまり、就労支援の就労相談期から就労　　の就労支援の中心となる。

開始期、就労適応期における循環的継続支援と、　　　「しょうがい」を持つ人の就労支援は展開過程

日常生活支援および就労支援を提供する関係機関　　の形成や日常生活支援ニーズ・就労支援ニーズの

・施設との相互関係3が「しょうがい」を持つ人　　多様化にともなう就労支援制度の複雑化に対応
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し、就労支援を提供する施設・機関の連携強化と　　びB型（非雇用型）など、個人のニーズに応じ

日常生活支援と就労支援を展開過程に応じて一体　　て多様なサービスが設定されている。また、障害

的かつ総合的に提供することが必要である。　　　　者自立支援法における施設・事業体系では日中活

本研究では複雑・多様化する「しょうがい」を　　動において、介護給付における療養介護・生活介

持つ人の就労支援制度を整理するとともに、　　護、訓練等給付における自立訓練（機能訓練・生

「しょうがい」を持つ人の就労支援における就労　　活訓練）・就労移行支援・就労継続支援（A型・

支援サイクルと循環的相互関係について考察した　　B型）、地域生活支援事業における地域活動支援

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センターから一つまたは、複数の事業を選択して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施することとなっているが、「しょうがい」を1．「しょうがい」を持つ人の就労支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持つ人に対する就労支援では日常生活支援と就労

「しょうがい」を持つ人の就労支援では社会性　　支援を複合的に提供する必要があるため、自立訓

の向上、医療的・専門的ケアやリハビリテーショ　　練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労

ンといった日常生活支援と職業訓練、職業相談、　　継続支援といったサービスを総合的に提供する施

職業評価、職場適応支援、就労定着・継続支援な　　設・機関を整備する必要がある。しかし、現状で

どの就労支援を並行して提供する必要がある。ま　　は機能訓練・生活訓練は障害者自立支援法に規定

た、これらの日常生活支援と就労支援は、①就労　　されているサービスを提供する事業所、職業訓練

相談期、②就労準備期、③求職活動期、④就労開　　は障害能力開発促進法における障害者職業訓練

始・職場適応期、⑤就労定着・継続期という就労　　校、医療的ケアは医療機関等、就労継続・定着支

支援の展開過程に応じて複合的に実施されてお　　援はハローワークおよび地域障害者職業セン

り、就労支援ニーズは展開過程に応じて異なって　　ター、障害者就業・生活支援センター、職場適応

いると考えられる。しかし、職業訓練、職業相談　　援助者（ジョブコーチ）、となっており、「しょう

（相談支援）、日常生活支援などは就労支援との　　がい」を持つ人の就労支援サービスは就労・生活

相互関係のなかで継続的に提供する必要がある4　面の一体的支援をおこなう障害者就業・生活支援

（表3）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センターおよび、障害者自立支援法における複数

一方で「しょうがい」を持つ人に対する就労支　　のサービスを提供する社会福祉施設・機関を除け

援サービスでは、社会性の向上であれば障害者自　　ば就労支援サービスと日常生活支援サービスが

立支援法における生活訓練、医療的・専門的ケア　　別々に提供されている（表4、5）のが現状であ

であれば機能訓練、職業訓練は就労移行支援、就　　る。

労継続支援は就労継続支援A型（雇用型）およ　　　今後、障害者自立支援法における経過措置が終

表3　就労支援のニーズと展開過程

展開過程 就労支援ニーズ　　　i　日常生活支援ニーズ

就労相談期 職業訓練 社会性の向上，医療的ケア，その他の日常生活支援

5

就労準備期 職業相談 i

求職活動期 職業紹介　　　　　1　　　　　　　　　：

就労開始・職場適応期 職場適応支援　　　　1　　　　　　　　　；

就労定着・継続期
就労定着．継徹援i　　　　　　　　　：

9
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表5　「しょうがい」を持つ人の就労支援メニュー

就労支援過程 就労支援・制度・事業 相談窓口・支援機関

就労相談支援 障害者就業・生活支援センター

職業相談・紹介 ハローワーク

就労相談 相談支援事業 相談支援事業者

職業カウンセリング、

職業評価
地域障害者職業センター

就労準備支援 地域障害者職業センター

就労準備訓練 障害者雇用支援センター

就労移行支援事業 就労移行支援事業者

障害者職業能力開発校等
公共職業訓練

ハローワーク
就労準備・訓練

委託訓練
職業能力開発校（委託訓練拠点校）

ハローワーク

職場適応訓練
都道府県

ハローワーク

グループ就労訓練 都道府県障害者雇用促進協会等

求職登録・職業紹介 ハローワーク

障害者試行雇用（トライアル雇用）事業 ハローワーク

就労活動、雇用前・定

@　　着支援
職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業

地域障害者職業センター

ﾐ会福祉法人等

就労・生活面の一体的支援 障害者就業・生活支援センター

精神障害者の職場復帰支援（リワーク支援） 地域障害者職業センター

職業相談、職業紹介、雇用保険の給付 ハローワーク
離職・転職時の支援、

@　再就労支援
就労継続支援事業（A型） 就労継続支援A型事業者

就労継続支援事業（B型） 就労継続支援B型事業者

厚生労働省（2009f）を参考に作成

了し、現在の施設体系が新たな事業体系に移行し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿．「しょうがい」を持つ人のニーズに応じたとしても、複合的サービスを提供する多機能型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た就労支援施設・機関の設置よりも、日常生活支援や就労支

援が旧施設体系に応じて社会福祉施設・機関ごと　　1．社会福祉施設における福祉的就労

に提供されることが予想される（表6）。つま　　　社会福祉施設における福祉的就労には就労継続

り、今後の「しょうがい」を持つ人に対する就労　　支援A型（雇用型）およびB型（非雇用型）が

支援は、日常生活支援は生活介護や自立訓練を提　　あり、制度上の利用期限の定めはなく利用者が希

供する施設で実施され、自立訓練を提供する施設　　望すれば継続利用が可能である。就労継続支援A

が通過施設となり、社会性を向上した後、就労移　　型は「雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる

行支援・職業訓練校等に移行あるいは自立訓練等　　障害者であって、①就労移行支援事業により、一

を併用しながらハローワーク等の就労支援機関を　　般企業の雇用に結びつかなかった者、②盲・聾養

活用して一般就労へとつなげていく支援モデルと　　護学校を卒業して雇用に結びつかなかった者、③

なることが予想される。　　　　　　　　　　　　一般企業を離職した者又は就労経験のある者」を
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表6　障害者自立支援法における新サービスの主な対象

新サービス 現行サービス

通所：知的障害者更生施設（全体の約6割）

生活介護 入所：身体障害者療護i施設（全体の9割）

知的障害者更生施設（全体の6割）等

機能訓練 身体障害者更生施設等

自立訓練
生活訓練

知的障害者更生施設（入所・通所）

@　精神障害者生活訓練施設等

就労移行支援 授産施設（入所・通所）等

雇用型（A型） 福祉一［場等

就労継続支援
非雇用型（B型） 授産施設（入所・通所）等

新しい事業体系について（平成17．12．5社会保障審議会障害者部会資料）より作成

対象としており、サービス内容は「雇用に基づく　　　着するまでの標準的な支援（図1）」では、就

就労機会の提供や一般企業の雇用に向けた支援　　　職に向けた準備期、求職活動期、職場適応支援

等．1である。これに対して、就労継続支援B型　　　・職業生活支援の展開過程が形成されており、

は「就労の機会を通じて、生産活動に係る知識及　　　就職に向けた準備期では就労移行支援事業（一

び能力の向上が期待される障害者であって、①就　　　般就労に向けた訓練）で暫定的な個別支援計画

労移行支援事業により、　一般企業の雇用に結びつ　　　の作成を実施する。その後、就労移行支援事

かなかった者、②一般企業等での就労経験のある　　　業、ハローワーク（就職ガイダンス・職場実習

者で、年齢や体力の而から雇用されることが困難　　　先の開拓・就職アドバイザーの派遣）、障害者

な者、③、①・②以外の者であって、一定の年齢　　　就業・生活支援センター（生活面を含めた支

に達している者」が対象者であり、サービス内容　　　援）、地域障害者職業センター（専門的な職業

は「一定の賃金水準に基づく継続した就労機会の　　　評価）が合同でケース会議を実施して個別支援

提供、OJTの実施、雇用形態への移行支援　等」　　　計画の見直しをおこなう。

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求職活動支援期に入ると最初に求職登録をお

こない就労移行支援事業、ハローワーク（職業

2．「しょうがい」を持つ人が就職・定着するま　　　指導・職業紹介・求人開拓）、障害者就業・生

での標準的支援モデル　　　　　　　　　　　　　活支援センターが連携し、職業能力開発校（職

厚生労働省では「障害者が就職・定着するまで　　　業訓練）、委託訓練、トライアル雇用等を活用

の標準的な支援」として「福祉施設を利用してい　　　しながら就職を目指す。

る障害者（図1）」、「養護学校等卒業者（図　　　　就職後の職場適応支援・職業生活支援では障

2）」、「離職した障害者（図3）」を想定した就労　　　害者就業・生活支援センター（関係機関と連携

定着支援の概要を示している。この就労支援モデ　　　の下、就業面と生活面の一体的な支援を実施）

ルでは就労に向けた準備支援、休職活動支援、職　　　が就労移行支援事業（就職後の定着支援）、地

場適応支援・職業生活支援の各ステージに応じて　　　域障害者職業センター（専門的な職場適応支

就労移行支援事業、ハローワーク、障害者就業・　　援）と連携し、ジョブコーチ支援等を活用して

生活支援センターなど多様な機関・制度が存在　　　職場適応・定着支援を図ることとしている。

し、必要に応じて関係機関が連携を図りながら就　　　2）養護学校卒業後の就労支援

職・定着支援を実施している。　　　　　　　　　　　　「養護学校卒業者が就職・定着するまでの標

1）社会福祉施設からの就労移行支援　　　　　　　準的な支援（図2）」では、就労に向けた準備

「福祉施設を利用している障害者が就職・定　　　支援期に養護学校（職業教育の実施・職場体験
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厚生労働省（2009c）

図2　養護学校卒業者が就職・定着するまでの標準的な支援

学習の実施・生徒の就職希望の把握）において　　　ンター、地域障害者職業センター（職業評価の

個別の教育支援計画を作成し、ハローワーク　　　実施・就業ガイダンス）が養護i学校と連携しな

（就職ガイダンス・職場実習先の開拓・就労ア　　　がら支援を実施する。その後ハローワークで求

ドバイザーの派遣）、障害者就業・生活支援セ　　　職登録をおこない、求職活動支援期には養護i学
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校・ハローワーク（職業指導・職業紹介・就職　　　練）、生活面を含めた支援が必要な人は障害者

先の開拓）、障害者就業・生活支援センター、　　　就業・生活支援センター、すぐに求職活動を再

地域障害者職業センターが連携しながら職場実　　　開する人はハローワーク（職業指導・

習・トライアル雇用を活用して就職を目指す。　　　・求人開拓）、職種技能の習得を目指す人は職

就職後の職場適応支援・職業生活支援では養護　　　業能力開発校（職業訓練）、専門的な職業リハ

学校（卒業後のフォロー）、障害者就業・生活　　　ビリテーションが必要な場合は地域障害者職業

支援センター（関係機関と連携の下、就業面と　　　センター（職業評価の実施・職業準備訓練）、

生活面の一体的な支援を実施）、地域障害者職　　　ゆるやかな働き方を希望する人は就労継続支援

業センター（専門的な職場適応支援）が連携し　　　事業を利用する。求職活動支援では各関係機関

ながらジョブコーチ支援などを活用して就労定　　　が連携しトライアル雇用（障害者試行雇用）事

着・継続支援を実施している。その他、養護学　　　業、委託訓練等を利用しながら就職を目指して

校卒業後、一定程度時間をかけて就職を目指す　　　いく。就職後の職場適応支援・職業生活支援は

場合は卒業訓練の後、職業能力開発校（職業訓　　　社会福祉施設利用者と概ね同等である。

練）、就労移行支援事業、委託訓練等を利用し

ながら就職を目指す。　　　　　　　　　　　　3．その他の制度利用後の就労

3）離職した「しょうがい」を持つ人の再就職　　　1）職場適応援助者（ジョブコーチ）支援

支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職場適応援助者（ジョブコーチ）

離職した「しょうがい」を持つ人の就労支援　　　または精神に「しょうがい」を持つ人が職場へ

では、最初にハローワーク（職業相談・失業手　　　の適応を円滑におこなうために、職場に職場適

当の給付）で求職登録を行い、その後は「しょ　　　応援助者（ジョブコーチ）を派遣し、

うがい」を持つ人の状況に応じて就職に向けた　　　かな人的支援を実施することを目的としてい

準備支援が異なっている。再チャレンジする人　　　る。

には就労移行支援事業（一般就労に向けた訓　　　　職場適応援助者（ジョブコーチ）
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厚生労働省（2009c）

図3　離職した障害者が就職・定着するまでの標準的な支援
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には、図4で示されているとおり、①事業主へ　　　く、就労支援の知識・技術が不足しているため

の支援である、「障害特性に配慮した雇用管理　　　「しょうがい」を持つ人の雇用に意欲があって

に関する助言」、「配置、職務内容の設定に関す　　　も雇用に消極的な事業所と、就労経験が乏し

る助言」、②「しょうがい」を持つ人に対する　　　く、職種の適正がわからなかったり、仕事・職

支援である、「作業遂行力の向上支援」、「職場　　　場に不安を抱いていたりする「しょうがい」を

内コミュニケーション能力の向上支援」、「健康　　　持つ人に対して、短期のトライアル（試行）雇

管理、生活リズムの構築支援」、③上司・同僚　　　用を実施し事業所における「しょうがい」を持

に対する支援として、「障害の理解に係る社内　　　つ人の一般就労移行を促進することを目的とし

啓発」、「障害者との関わり方に関する助言」、　　　ている。トライアル雇用（障害者試行雇用）事

「指導方法に関する助言」、④家族への支援と　　業の期間は3ヶ月を限度とし、事業主に対して

して「安定した職業生活を送るための家族の関　　　トライアル（試行）雇用者1人につき、月額4

わり方に関する助言」がある。　　　　　　　　　万円の奨励金を支給している。なお、実施数は

そして、職場適応援助者（ジョブコーチ）に　　　平成19年度の実績で8，000人であり、開始者数

よる標準的な支援の流れ（図5）では、①「不　　　は5，954人で、そのうち82％が常用雇用に移行

適応課題を分析し、集中的に改善を図る」集中　　　している。

支援、②「支援ノウハウの伝授やキーパーソン
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】V．「しょうがい」を持つ人の就労支援サイの育成により、支援の主体を徐々に職場に移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クルにおける循環的相互関係

行」する移行支援、③フォローアップという経

過を経て支援が実施される。支援期間は1ヶ月　　　障害者自立支援法が施行されたことによって、

から7ヶ月（標準2ヶ月から4ヶ月）であり、　　制度上はひとつの社会福祉施設で複数のサービス

就職時のほか「職場環境の変化等により職場適　　を提供することが可能となり、障害者自立支援法

応上の問題が生じたとき」も利用が可能であ　　に規定されているサービスを提供する社会福祉施

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設・事業所であれば、職業訓練（就労移行・継続

2）トライアル雇用（障害者試行雇用）事業に　　支援）、職業・機能・生活リハビリテーション

よる支援　　　　　　　　　　　　　　　　　（自立訓練、就労移行・継続支援）などの就労支

トライアル雇用（障害者試行雇用）事業は　　援に必要なサービスを一体的に提供することが可

「しょうがい」を持つ人を雇用した経験が少な　　能となった。しかし、我が国の雇用施策では就労

◎支援内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・作漿遂弩力の働上藁援’鰐雛に醐した關管理礪する幼需　　．醐内コミュニケーション能力の離支機

’配駄職務応容の設定に闘する鯖霧　　　　　　　．健康籔理、生活リズムの構築藁援

　　蓼　業　生

｢理監議煮・入事担懇者1 ＼　　ノ　障霧蓄
ジ簗ブコーチ

上司岡瞭　　　　　＼爾　　　　　・霧曜解鷹る魏醗　　　　　てニノ

嗣瞭　　・輝霧焉との閣わり方に闘する勧欝　　　・安建しだ織簾生活を送るための家族
・撮導方慈に閣する劔器　　　　　　　　麗わりかに闘する朗需

厚生労働省（2009h）

図4　職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援内容
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◎ 標準約な支援の流れ

集帝支援 移行支援 1巨蚕ラ羽…＼

添適癒諜雛笹飴ξ鼠ノ、 i薫擾ノウ醇⑳猛擾や導一擁㌧リンの驚競によ i　　　　　＼
胸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

a瀬の垂随徐惣鵬蹴爾　　…数週悶～数ケ蹴　／
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厚生労働省（2009h）

図5　職場適応援助者（ジョブコーチ）による標準的な支援の流れ
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厚生労働省（2008d）

図6　トライアル雇用（障害者試行雇用）事業

移行支援事業、ハローワーク、職業能力開発校、　　着・継続期という展開過程において日常生活支援

障害者就業・生活支援センターなど就労支援の　　と就労支援が相互関係を保つことで就労支援が効

サービス提供機関・窓口は多様であり、「しょう　　果的に作用する。

がい」を持つ人の就労支援制度は複雑である。ま　　　就労支援サイクルの中心部には医療的ケア・リ

た、就労支援には日常生活支援と就労支援の相互　　ハビリテーション、社会性の向上といった日常生

関係が不可欠であるが、現在の我が国の就労支援　　活支援と職業リハビリテーション、就労相談期以

制度では就労支援の展開過程が直線的構造となっ　　外の就労全般に関する相談といった支援が存在し

ており、就労支援の循環的相互関係を維持するた　　ており、日常生活支援であるサークルの中心部は

めには就労支援を提供する多様な施設・機関が就　　就労する「しょうがい」を持つ人にとって恒久的

労支援における循環関係のなかで相互に連携を強　　に必要なニーズであり、これらの支援が継続して

化することが求められる。　　　　　　　　　　　提供される必要がある、次に、サークルの外側部

「しょうがい」を持つ人の就労支援は概ね図7　　分は就労支援の展開過程・ニーズに応じた多様な

に示す就労支援サイクルによって実施されてい　　就労支援および日常生活支援を提供する施設・機

る。この就労支援サイクルには循環的相互関係が　　関、サービスが存在している。これらの支援は就

存在しており、①就労相談期、②就労準備期、③　　労支援の展開過程に応じて提供される必要があ

求職活動期、④就労開始・職場適応期、⑤就労定　　り、サービスを提供する施設・機関、窓口等が異
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ケース会議 ⇒
第2号職場
K応援助者

就労開始・ 就労定着
職場適応 ・継続期

職場適応支援 職場適応援助者 就労定着支援

（ジョブコーチ）
就労継続支援

障害者就業・生活
び　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　，、灘騰擁　　　　欄灘雛 支援センター

期
ヴ曳　％甘　甘　　，

トライアル翻轟霧。相談支援1難1塾．

（障害者試行雇用）　　　職業リハビリテーションi
@　　　　　　羅1許論ケア響誕懇就労継続支援　　　　　　　　　　リハビリテーシ。ン1灘撚・・．　A型．B型

離職・転職
@再就職

求職活動期
ハ。一ワーク灘腿の編羅難1灘馨　　　　　　　　＿澤．騨鍛灘羅雛難灘翻睾購七　　　鰯　　　　　　　　　　社会性の向上・　　鱗

一熈藻離鰯　　　　　騰灘鰯綿、・

講　介護・訓練等給付　　　　　　　　　甘

障害者職業センター　　一　……一七・謙・溜

圃堅
　特別支援教育

A労移行支援事業

ρ

支援計画の作成

就労相談期
就労準備期

ヶ庸ス会議脚1練　　　くコ　　　　就労相談

図7　就労循環・継続支援サイクル

なっているため相互に連携を強化し、日常生活支　　れている。しかしながら、就労支援サイクルにお

援と並行かつ継続的に提供する必要がある。そし　　ける課題も少なからず存在する。就労支援サイク

て、就労支援の終了期である就労定着・継続期で　　ルから読み取れる課題として、①就職後の職場適

は就労定着が困難な場合・転職を希望する場合等　　応・就労継続支援サービスが不足している‘、②

は就労移行支援や職業訓練施設へ移行し再度就労　　日常生活支援・就労支援のニーズおよび展開過程

支援サイクルに戻ることとなる。就労定着・継続　　に応じて窓口や制度が異なっている、③障害者就

支援が成功した場合でも、「しょうがい」を持つ　　業・生活支援センター、障害者自立支援法に規定

人の就労支援には社会性の向上、医療的・専門的　　されている複数の事業を実施している施設・機関

ケアやリハビリテーションといった日常生活支援　　を除けば、就労支援と日常生活支援が別々に提供

と就労に関する相談支援、継続的な職業訓練、第　　されている、④就職後の配置転換や人間関係にお

2号職場適応援助者による就労継続支援といった　　けるトラブルなどにおける相談支援など長期就労

支援は不可欠な要素であり、就労支援サイクルに　　生活を維持するためには継続した調整支援が必要

おける循環関係と相互関係は継続される。　　　　　である等があげられる。これら長期間に渡って

このように我が国の就労支援制度では就労支援　　　「しょうがい」を持つ人の就労を維持するために

の展開過程に応じた循環関係のなかで、関係機関　　は就労支援の基盤強化が「しょうがい」を持つ人

が相互に連携しながら総合的な就労支援が実施さ　　が就労可能な環境を構築する上で不可欠である。
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また、就労支援制度は「しょうがい」を持つ人の　　推進、障害者自立支援法の施行や雇用施策の充

就労支援において関係機関が連携を強化し、総合　　実、福祉的就労から一般就労へ移行など「しょう

的な雇用施策を展開しているが、これらの連携機　　がい」を持つ人の就労支援基盤が強化され、

能や制度の住み分けが不十分であった場合、　　「しょうがい」を持つ人の就労環境は改善されつ

「しょうがい」を持つ人の就労支援が断続的にな　　つある。しかし、「しょうがい」を持つ人の雇用

り、対応者が複数になることで就労に必要な支援　　状況は若干の改善はみられるものの、依然として

を一体的に提供することが困難になる可能性があ　　厳しい状況6におかれている。

る。こうした状況に対応するためにも就労支援に　　　「しょうがい」を持つ人の就労支援には、日常

おける相談窓口を一般の人が利用するハローワー　　生活支援、就労支援、「しょうがい」を持つ人を

クに統合し、障害者担当者や精神障害担当者が配　　雇用する企業に対する支援など多種多様なニーズ

置されつつあるが「しょうがい」の特性に応じた　　が存在し、就労支援の展開過程、多様なニーズに

知的障害・発達障害等に対する対応が可能な専門　　応じて必要な支援が異なっており、就労支援を提

職を配置することで、インテークの段階で利用者　　供する施設・機関、支援者、当事者および家族な

のニーズを把握して調整を図るなどの対応が求め　　どが連携しながら支援していく必要がある。ま

られる。加えて、長期に渡る就労継続支援には職　　た、就労支援に必要な日常生活支援と就労支援は

業能力の維持・向上、「しょうがい」特性の理　　相互関係にあり、就労支援全般において、双方が

解、疾病・健康管理など様々なニーズが存在して　　連携あるいは統合された環境下で実施されるべき

いて、これらのニーズは継続的に必要であり、相　　ものである。しかし、現行の「しょうがい」を持

談支援を含め多様な就労形態に応じて柔軟にサー　　つ人に対する就労支援制度はサービスの種類、窓

ビスを利用できる支援システムの構築することが　　口等が複雑かつ多岐に渡っており、これらの分断

必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　された状況で、就労支援サイクルにおける循環的

「しょうがい」を持つ人の就労支援において就　　相互関係が円滑に機能しない場合は「しょうが

労支援ニーズと日常生活支援ニーズは同時に充足　　い」を持つ人の就労を妨げる要因となる可能性を

されるべきものである。このことは障害者就業・　含んでいる。

生活支援センター事業において就業面および生活　　　今後の「しょうがい」を持つ人の就労支援に

面の一体的な支援がおこなわれていることから　　は、就労支援サイクルにおける循環関係を維持し

も、その必要性を読み取ることができる。しか　　つつ、日常生活支援と就労支援の相互関係におけ

し、障害者就業・生活支援センターにおける生活　　る連携の強化、就労相談期におけるワンストップ

支援は「日常生活・地域生活における助言」であ　　サービスの導入、長期就労継続支援の強化、就労

り、医療的・専門的ケアやリハビリテーションと　　支援ニーズの多様性に対応可能な事業所の整備な

いった日常生活支援は含まれていない。「しょう　　ど総合的な就労支援制度を構築することが必要で

がい」を持つ人の日常生活支援ニーズと就労支援　　ある。本稿では「しょうがい」を持つ人の就労支

ニーズをいかに充足するかが「しょうがい」を持　　援における循環的相互関係について考察してきた

つ人の就労支援の鍵となる。つまり、「しょうが　　が、今後は就労定着・継続支援の強化や「しょう

い」を持つ人の就労支援では、就労支援の展開過　　がい」を持つ人を雇用する企業側への支援などに

程に応じたサービスの提供、関係機関との連携強　　ついて再検証が必要である。

化による就労支援サイクルの維持、長期就労継続

支援・インテークにおける窓口の一本化・調整機　　注

能の強化、就労支援機能と日常生活支援機能の総　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）　「障害」という用語は「障」、「害」ともに否定的

合的な提供基盤の強化などが求められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なイメージがあり、諸外国ではHandicapped（社会的

V．おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　不利’ハンディキャップ）・Disabled（障害者）など

から新たな用語としてChallenged　Person（挑戦する

総合的な「しょうがい」を持つ人の雇用対策の　　　人）などへと変容しているが、「ハンディを持つ人」
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や「挑戦する人」といった表現も障害者を適切にあ　　6）　「しょうがい」を持つ人の雇用の状況は民間企業

らわしているとは言い難iい。そこで、本研究では法　　　の実雇用率が1．55％（平成19年度6月1日現在）、養

律の条文や制度などの名称以外は仮に障害を「しょ　　　護i学校（現特別支援学校）卒業者の就職率が22．7％

うがい」、障害者を「しょうがい」を持つ人と表記す　　　　（平成18年3月卒業者）、「しょうがい」を持つ人の

る。なお、今後、こうした表現は変更される可能性　　　就職率が42．4％（平成18年度）となっている。

があるため、括弧付けで表記する。

2）野中（1998：24－5）は職業を維持するうえでもっ　　参考文献

とも重要な能力を「決められた時間に通い・指示に　　Bengt　Nije（1967，1969，1970，1971，1972，1976，1980，

従って物事をやり遂げ・職場の仲間と適切な対人関　　　1982，1985，1993，1998）τ加ηor〃2α’lzα”oηρr∫ηcψ’6

係が結べ・忠告に対して修正することができるなど　　　ραP8r5．（＝2004，河東田博　橋本由紀子　杉田穏子

の能力」である「職業生活能力」としており・さら　　　　他　訳編『新訂版　ノーマライゼーションの原理

にこの職業生活を維持するために「規則正しい生活　　　一普遍化と社会変革を求めて』　現代書館）

リズム、食事・睡眠などの確保・金銭管理・ストレ　　小川浩（2001）「重度障害者のためのジョブコーチ入

ス管理・移動能力・適切な対人関係を結ぶ能力」な　　　門」エンパワメント研究所

どの「日常生活管理」能力・そして・日常生活を安　　川俣博昭（1977）「第2章　第3節　障害者の配置・定

定させるためには疾病・「しょうがい」に対する「現　　　着・職場適応」65－75　高齢・障害者雇用支援機構

実的レベルでの自覚・服薬管理・症状に対する対処　　　編（1977）『障害者雇用ガイドブック』雇用問題研究
技能を身につけ、障害に対して、自覚し、対処し、　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム

ときに回避する技能」である「疾病障害管理」が不　　厚生労働省（2007）「ハローワークにおける障害者の就

可欠であるとしている。また・職業を維持するため　　　職件数，4万件を超える（平成18年度における障害

には「疾病障害管理・日常生活管理・職業生活能　　　者の職業紹介状況）」

力・職務上の技能訓練の順で・一定度の能力を積み　　厚生労働省（2009a）「ハローワークにおける障害者の

重ねておく必要」があるとしている・一方で・陳　　　就労支援」

（2007：77）は「就労・継続就労の成功要因として　　　（http：〃www．mhlw．gojp／bunya／koyou／shougaisha　O2／pdf！

のコンピテンス（環境に働きかけ・効果的に操作す　　　26．pdL　2009．7．31）

る能力）の発達は・『職業能力・就労意欲の発達』　　厚生労働省（2009b）「就業面及び生活面の一体的な支

『客観的・肯定的自己認識の発達』「社会科の成長発　　　援　～障害者就業・生活支援センター～」（http：〃

達』『自立生活を営む意欲の促進をもたらしている』　　　www　mhlw．go，jp！bunyalkoyou！shougaisha　O2／pdf／14．

としている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pdL　2009．7．31）

3）村社（2005：10）は知的に「しょうがい」を持つ　　厚生労働省（2009c）「障害者が就職・定着するまでの

人を対象とした就労支援においては「「利用者』「援　　　標準的な支援」

助者』『関係者』の3者による交互作用がダイナミッ　　　（http：〃www．mhlw．gojp／bunya／koyou／shougaisha　O2！pdf／

クに展開」されており・「この『人間と環境の交互作　　　16．pdL　2009．7．31）

用』の場面には利用者が主体的に活動するための工　　厚生労働省（2009d）「障害者雇用試行（トライアル雇

ッセンスが凝縮されている」としている。　　　　　　　用）事業」

4）例えば長期就労維持にはフォローアップが不可欠　　　（http：〃www．mhlw．gojp／bunya！koyou／shougaisha　O2／pdf／

であり・事業所側の職務遂行能力の要求水準にあわ　　　12ρdL　2009．7．31）

せた訓練や「しょうがい」の特性に応じた職業指導　　厚生労働省（2009e）「障害者就業・生活支援センター

などの教育訓練・「しょうがい」の特性に応じた健康　　　事業」

管理などが必要な要素であり（小川2001：134－5、　　　（http：／／www．mhlw．gojp！bunya／koyou／shougaisha　O2／pdf／

川俣1977：70－1）・職場定着後も配置転換や昇進’　　　14．pdL　2009．7．31）

移動に伴う相談支援や事業所側のニーズに応じた職　　厚生労働省（2009f）「障害者の就労支援のためのメニ

業訓練等が求められる。　　　　　　　　　　　　　　　　ユー一覧」

5）平成19年3月時点の第2号ジョブコーチ配置数は　　　（http：〃www．mhlw．gojp／bunya／koyou／shougaisha　O2／pdf／

23人・平成20年4月時点における障害者゜生活支援　　　30．pdL　2009．7．31）

センターの設置数は202ヶ所である・　　　　　　　　厚生労働省（20099）「職業リハビリテーションの実
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施」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保障審議会障害者部会資料（2006）「新しい事業体

（http：〃wwwmhlw．gojplbunya／koyou／shougaisha　O2／pdf／　　　系について」

09．pdf，2009．7．31）　　　　　　　　　　　　　　　　陳麗媒（2007）「知的障害者の一般就労に影響を及ぼす

厚生労働省（2009h）「職場適応援助者（ジョブコー　　　要因の解明」『社会福祉学』48（1）、68－80

チ）による支援」　　　　　　　　　　　　　　　　　野中猛（1998）「第2章　精神障害の特徴」野中猛・松

（http：〃www．mhlw．gojp／bunya／koyou／shougaisha　O2／pdf／　　為信雄編『精神障害者のための就労支援ガイドブッ

13．pdf，2009．7．31）　　　　　　　　　　　　　　　　　ク』金剛出版、17－31

厚生労働省（2009i）「障害者の態様に応じた多様な委　　村社卓（2005）「ソーシャルワーク実践の相互変容関係

託訓練」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過程の研究　知的障害者就労支援における相互作用

（http：〃www．mhlw．go．jp／bunya／nouryoku／career一　　分析」川島書店

syougaisya／itaku－kunren．html，2009．7．3ユ）
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